
 

千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
八
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
二
号
） 

○
千
葉
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
七
号
）
に
関
す
る
資
料 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
徴
税
吏
員
の
委
任
等
） 

（
徴
税
吏
員
の
委
任
等
） 

第
二
条 

略 

第
二
条 

略 

２ 

知
事
は
、
県
税
に
関
す
る
犯
則
事
件
に
つ
い
て
質
問
、
検
査
、
領
置
、
臨
検
、
搜
索
、
差

押
え
、
電
磁
的
記
録
提
供
命
令
、
告
発
等
の
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
を
行
う
徴
税
吏
員

（
以
下
「
検
税
吏
員
」
と
い
う
。
）
を
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
県
税
に
関
す
る
犯
則
事
件
に
つ
い
て
質
問
、
検
査
、
領
置
、
臨
検
、
搜
索
、
差

押
え
、
記
録
命
令
付
差
押
え
、
告
発
等
の
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分
を
行
う
徴
税
吏
員
（
以

下
「
検
税
吏
員
」
と
い
う
。
）
を
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

 
 

（
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
権
限
等
） 

（
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
権
限
等
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
権
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

第
四
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
権
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

一
～
三 

略 

一
～
三 

略 

四 

条
例
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
の
指
定 

四 

条
例
第
七
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
の
指
定 

五
～
八 

略 

五
～
八 

略 

九 

県
民
税
の
利
子
割
、
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
、
法
人
の
事
業
税
、
地
方
消
費

税
並
び
に
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
市
町
村
に
対
す
る
交
付
並
び
に
県
民
税
の
所
得
割
及
び

軽
油
引
取
税
の
千
葉
市
に
対
す
る
交
付 

九 

県
民
税
の
利
子
割
、
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
、
法
人
の
事
業
税
、
地
方
消
費

税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
並
び
に
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
市
町
村
に
対
す
る
交
付
並
び

に
県
民
税
の
所
得
割
及
び
軽
油
引
取
税
の
千
葉
市
に
対
す
る
交
付 

十
～
十
二 

略 

十
～
十
二 

略 

２
～
４ 

略 

２
～
４ 

略 

 
 

（
県
税
に
係
る
徴
収
の
引
継
ぎ
の
手
続
） 
（
県
税
に
係
る
徴
収
の
引
継
ぎ
の
手
続
） 

第
五
条 

略 

第
五
条 
略 

２ 

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
に
つ
い
て
、
当
該
徴
収
金
を
納
付
す

べ
き
者
の
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
を
所
管
す
る
県
税
事
務
所
長
（
当
該
徴
収
金
を
納
付
す
べ

き
者
の
住
所
等
が
県
外
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
松
戸
県
税
事
務
所
長
）
に
前
条
第
四
項

２ 

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
に
つ
い
て
、
当
該
徴
収
金

を
納
付
す
べ
き
者
の
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
を
所
管
す
る
県
税
事
務
所
長
（
当
該
徴
収
金
を

納
付
す
べ
き
者
の
住
所
等
が
県
外
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
松
戸
県
税
事
務
所
長
）
に
前

1



 

第
一
号
に
掲
げ
る
権
限
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。 

条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
権
限
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
が
あ
っ
た
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
に
つ
い
て
、
当
該
引
継

ぎ
を
受
け
た
県
税
事
務
所
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
条
第
四
項
第
二
号

か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

権
限
を
行
っ
た
と
き
に
、
当
該
権
限
の
引
継
ぎ
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
が
あ
っ
た
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
に
つ
い
て
、

当
該
引
継
ぎ
を
受
け
た
県
税
事
務
所
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
条
第
四

項
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
権
限
を
行
っ
た
と
き
に
、
当
該
権
限
の
引
継
ぎ
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

県
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
に
係
る
徴
収
金
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
を
受
け
た

権
限
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
納
付
す
べ
き
者
が
、
他
の
県
税
事
務
所
の
所
管
区
域
内
に

住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
移
転
し
た
場
合
そ
の
他
必
要
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
徴
収
す
べ
き
徴
収
金
に
つ
い
て
当
該
他
の
県
税
事
務
所
の
長

に
前
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
権
限
の
引
継
ぎ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

県
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
継

ぎ
を
受
け
た
権
限
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
納
付
す
べ
き
者
が
、
他
の
県
税
事
務
所
の
所

管
区
域
内
に
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
移
転
し
た
場
合
そ
の

他
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
徴
収
す
べ
き
徴
収
金
に
つ
い
て
当
該
他
の
県
税

事
務
所
の
長
に
前
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
権
限
の
引
継
ぎ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
が
あ
っ
た
自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
が
あ
っ
た
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る

徴
収
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

（
払
込
み
の
方
法
） 

（
払
込
み
の
方
法
） 

第
六
条 

納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
納
税
者
等
」
と
い
う
。
）

が
県
税
に
係
る
徴
収
金
を
払
い
込
む
場
合
は
、
納
付
書
又
は
納
入
書
に
よ
り
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
収
納
機
関
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
に
払
い
込

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条 

納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
納
税
者
等
」
と
い
う
。
）

が
県
税
に
係
る
徴
収
金
を
払
い
込
む
場
合
は
、
納
付
書
又
は
納
入
書
に
よ
り
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
収
納
機
関
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
に
払
い
込

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

略 

一 

略 

二 

郵
便
局
（
政
令
第
七
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
う
ち
、
県
内
又
は
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
東
京
都
、
神
奈

川
県
若
し
く
は
山
梨
県
に
所
在
す
る
郵
便
局
（
自
動
車
税
を
納
税
通
知
書
に
よ
り
払
い
込

む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
所
在
す
る
郵
便
局
） 

二 

郵
便
局
（
政
令
第
七
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
う
ち
、
県
内
又
は
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
東
京
都
、
神
奈

川
県
若
し
く
は
山
梨
県
に
所
在
す
る
郵
便
局
（
自
動
車
税
の
種
別
割
を
納
税
通
知
書
に
よ

り
払
い
込
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
所
在
す
る
郵
便
局
） 

三
～
五 

略 
三
～
五 

略 

２ 

略 

２ 
略 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
納
税
者
は
、
徴
収
金
の
う
ち
、
個
人
の
事
業
税
に
あ
っ

て
は
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、
不
動
産
取
得
税
に
あ
っ

て
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
、
自
動
車
税
に
あ
っ
て
は
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
納
税
者
は
、
徴
収
金
の
う
ち
、
個
人
の
事
業
税
に
あ
っ

て
は
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
、
不
動
産
取
得
税
に
あ
っ

て
は
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
、
自
動
車
税
の
種
別
割
に
あ
っ
て
は
第
二
号
又
は
第

三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
。 
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一
～
三 

略 

一
～
三 

略 
４ 
略 

４ 

略 

 
 

（
法
第
一
章
及
び
条
例
第
一
章
の
規
定
に
係
る
書
類
の
様
式
） 

（
法
第
一
章
及
び
条
例
第
一
章
の
規
定
に
係
る
書
類
の
様
式
） 

第
十
一
条 

法
第
一
章
及
び
条
例
第
一
章
の
規
定
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の

様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
一
条 

法
第
一
章
及
び
条
例
第
一
章
の
規
定
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の

様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 

 

 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 

一
～
五 

略 
 

 
 

 

一
～
五 

略 
 

 
 

 

六 

自
動
車
税
第
二
次
納
税
義

務
免
除
申
告
書 

法
第
十
一
条
の
十
第
三
項 

別
記
第
六
号
様

式 

 
 

六 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
第
二

次
納
税
義
務
免
除
申
告
書 

法
第
十
一
条
の
十
第
三
項 

別
記
第
六
号
様

式 

 

 

七
～
四
十
一 

略 
 

 
 

 

七
～
四
十
一 

略 
 

 
 

２ 

略 

２ 

略 

 
 

（
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
法
人
） 

（
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
法
人
） 

第
十
六
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。 

第
十
六
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。 

一
・
二 

略 

一
・
二 

略 

三 

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合 

三 

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合 

四 

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合 

四 

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合 

五 

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合 

（
新
設
） 

六 

略 

五 

略 

 
 

（
法
人
の
県
民
税
の
減
免
申
請
書
の
添
付
書
類
） 
（
法
人
の
県
民
税
の
減
免
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
十
七
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

第
十
七
条 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

一
～
四 

略 

一
～
四 

略 

五 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
法
人 

次
に
掲
げ
る
書
類 

五 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
該
当
す
る
法
人 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ
～
ホ 

略 

イ
～
ホ 

略 

3



 

ヘ 

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
を
施
行
す
る
現

に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
敷
地
の
見
取
図 

ヘ 

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
を
施
行
す
る
現

に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
敷
地
の
見
取
図 

ト 
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
を
実
施
す
る

現
に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
敷
地
の
見
取
図 

ト 

前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
を
施
行
す

る
現
に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
敷
地
の
見
取
図 

チ 

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
を
実
施
す
る
現

に
存
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
及
び
そ
の
敷
地
の
見
取
図 

チ 

前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
敷
地
分
割
事
業
を
実
施
す
る
団
地
内
建

物
の
敷
地
の
見
取
図 

リ 

前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
敷
地
分
割
事
業
を
実
施
す
る
団
地
内
建

物
の
敷
地
の
見
取
図 

（
新
設
） 

六 

略 

六 

略 

 
 

（
自
動
車
税
証
紙
及
び
証
紙
代
金
収
納
計
器
） 

（
自
動
車
税
証
紙
及
び
証
紙
代
金
収
納
計
器
） 

第
五
十
二
条 

条
例
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
税
の
証
紙
（
以
下
「
自
動
車
税

証
紙
」
と
い
う
。
）
の
種
類
は
、
百
円
券
、
五
百
円
券
、
千
円
券
、
五
千
円
券
及
び
一
万
円

券
と
す
る
。 

第
五
十
二
条 

条
例
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
環
境
性
能
割
の
証
紙
及
び
条
例

第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
種
別
割
の
証
紙
（
以
下
「
自
動
車
税
証
紙
」
と
い
う
。
）

の
種
類
は
、
百
円
券
、
五
百
円
券
、
千
円
券
、
五
千
円
券
及
び
一
万
円
券
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
は
、
収
納
印
の
印
影
を
表
示

す
る
計
器
で
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
紙
代
金
収
納

計
器
は
、
収
納
印
の
印
影
を
表
示
す
る
計
器
で
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

略 

３
・
４ 

略 

 
 

（
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
の
指
定
等
） 

（
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
の
指
定
等
） 

第
五
十
三
条 

条
例
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
の
指
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
書
に
登
記

事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
三
条 

条
例
第
七
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
の

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
書
に

登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

略 
一
～
三 

略 

２
～
５ 

略 

２
～
５ 
略 

６ 

知
事
は
、
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場

合
は
、
条
例
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
の
指
定
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
所
の
設
置
の
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

６ 

知
事
は
、
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場

合
は
、
条
例
第
七
十
四
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
の
指
定
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
所
の
設
置
の
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と

す
る
。 

4



 

一
～
三 

略 

一
～
三 

略 

 
 

（
自
動
車
税
証
紙
及
び
始
動
票
札
の
返
還
等
） 

（
自
動
車
税
証
紙
及
び
始
動
票
札
の
返
還
等
） 

第
五
十
五
条 
略 

第
五
十
五
条 

略 

２
～
４ 

略 

２
～
４ 

略 

５ 

自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
は
、
法
第
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
さ

れ
た
税
額
を
超
え
て
収
納
印
を
表
示
し
た
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
税
事
務
所
長
が
や
む
を

得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
超
え
る
部
分
に
相
当
す
る
金
額
の
払
戻
し
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

自
動
車
税
証
紙
等
取
扱
人
は
、
法
第
百
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
六
十
一
条
又
は
第

百
七
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
税

額
を
超
え
て
収
納
印
を
表
示
し
た
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
税
事
務
所
長
が
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
超
え
る
部
分
に
相
当
す
る
金
額
の
払
戻
し
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
者
） 

（
削
る
。
） 

第
五
十
六
条
の
二 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

一 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
以
下
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）

に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る

者 

 
 

障
害
の
区
分 

障
害
の
級
別 

 

 
 

視
覚
障
害 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
四
級

の
一 

 

 
 

聴
覚
障
害 

二
級
及
び
三
級 

 

 
 

平
衡
機
能
障
害 

三
級 

 

 
 

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害 

三
級
（
喉
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）  

 
 

上
肢
不
自
由 

一
級
及
び
二
級 

 

 
 

下
肢
不
自
由 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

 

 
 

体
幹
不
自
由 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
五
級 

 

5



 

 
 

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行

性
の
脳
病
変
に
よ
る
運
動

機
能
障
害 

上
肢
機
能 

一
級
及
び
二
級 

 

 
 

移
動
機
能 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

 

 
 

心
臓
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 
 

腎
臓
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 
 

呼
吸
器
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 
 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 
 

小
腸
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 

 
 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
障
害 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級 

 

 
 

肝
臓
機
能
障
害 

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級 

 

 

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
戦
傷
病
者
（
前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
（
大
正
十
二

年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る
重
度
障
害
の

程
度
又
は
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者 

 
 

障
害
の
区
分 

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度 

 

 
 

視
覚
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 
 

聴
覚
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 
 

平
衡
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 
 

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項

症
（
喉
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）  

 
 

上
肢
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 
 

下
肢
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項

症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で  
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の
各
款
症 

 
 

体
幹
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項

症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で

の
各
款
症 

 

 
 

心
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 
 

腎
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 
 

呼
吸
器
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 
 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 
 

小
腸
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 
 

肝
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 

 

三 

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
「
療
育
手
帳
」

と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
精
神
に
障
害
の
あ
る
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
障
害
を
有
す
る
者 

 

イ 

知
能
指
数
が
お
お
む
ね
三
十
五
以
下
の
者
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護
を

必
要
と
す
る
程
度
の
状
態
に
あ
る
も
の 

 

ロ 

身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
音
声
機
能
若
し
く
は

言
語
機
能
又
は
上
肢
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別
表
第
五

号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
三
級
に
該
当
す
る
障
害
を
有
し
、
か
つ
、
知
能
指
数
が
お
お

む
ね
五
十
以
下
の
も
の 

 

四 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
の
う
ち
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一
級
の
障
害
を
有
す
る
者 
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（
環
境
性
能
割
の
減
免
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
削
る
。
） 

第
五
十
六
条
の
三 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

 

一 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

 

ロ 

当
該
自
動
車
が
救
急
自
動
車
又
は
へ
き
地
巡
回
診
療
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類 

 

二 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等

の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か 

 

⑴ 

当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証
明

し
た
書
類 

 

⑵ 

当
該
自
動
車
が
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類 

 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等

（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ハ
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
の
た

め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証
明
し
た
書
類 

 
ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

三 
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で
、

専
ら
身
体
障
害
者
等
が
自
ら
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
専
ら
当
該
身
体
障
害

者
等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
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っ
て
は
、
前
号
イ
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
書
類 

 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専

ら
当
該
身
体
障
害
者
等
（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
ロ
の
要
件
に
該
当
す

る
者
に
限
る
。
）
の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証

明
し
た
書
類 

 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

四 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境

性
能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た

書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る
書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

 

五 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
自
動
車
の
取
得
に
つ
い
て
環
境
性

能
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

 

イ 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車
検
査
証
に
準
ず
る

書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

 

ロ 

構
造
変
更
に
要
し
た
金
額
を
証
す
る
書
類 

 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 
 

 

（
条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
六
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
） 

（
削
る
。
） 

第
五
十
六
条
の
四 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

 

一 

身
体
障
害
者
手
帳 

 

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
戦
傷
病
者
手
帳 

 
三 

療
育
手
帳 

 
四 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳 

 
 

（
条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
者
） 

 

第
五
十
九
条 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

第
五
十
九
条 

削
除 
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一 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
以
下
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）

に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る

者 

 

 

障
害
の
区
分 

障
害
の
級
別 

 
 

 
 

 

 

視
覚
障
害 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
四
級

の
一 

 
 

 
 

 

 

聴
覚
障
害 

二
級
及
び
三
級 
 

 
 

 
 

 

平
衡
機
能
障
害 

三
級 

 
 

 
 

 

 

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害 
三
級
（
喉
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）  

 
 

 
 

 

上
肢
不
自
由 
一
級
及
び
二
級 

 
 

 
 

 

 

下
肢
不
自
由 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

 
 

 
 

 

 

体
幹
不
自
由 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
及
び
五
級 

 
 

 
 

 

 

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行

性
の
脳
病
変
に
よ
る
運
動

機
能
障
害 

上
肢
機
能 

一
級
及
び
二
級 

 
 

 
 

 

 

移
動
機
能 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

 
 

 
 

 

 

心
臓
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

 
 

 

 

腎
臓
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

 
 

 

 

呼
吸
器
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

 
 

 

 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

 
 

 

 

小
腸
機
能
障
害 

一
級
、
三
級
及
び
四
級 

 
 

 
 

 

 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
障
害 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級 

 
 

 
 

 

 

肝
臓
機
能
障
害 

一
級
か
ら
四
級
ま
で
の
各
級 

 
 

 
 

 

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
戦
傷
病
者
（
前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
（
大
正
十
二

年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
及
び
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る
重
度
障
害
の
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程
度
又
は
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
者 

 

障
害
の
区
分 

重
度
障
害
の
程
度
又
は
障
害
の
程
度 

 
 

 
 

 

 

視
覚
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

 

聴
覚
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

 

平
衡
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

 

音
声
機
能
又
は
言
語
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項

症
（
喉
頭
摘
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）  

 
 

 
 

 

上
肢
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

 

下
肢
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項

症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で

の
各
款
症 

 
 

 
 

 

 

体
幹
不
自
由 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項

症
及
び
第
一
款
症
か
ら
第
三
款
症
ま
で

の
各
款
症 

 
 

 
 

 

 

心
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

 

腎
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

 

呼
吸
器
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
の
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

 

小
腸
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

 

肝
臓
機
能
障
害 

特
別
項
症
か
ら
第
五
項
症
ま
で
の
各
項

症 

 
 

 
 

 

三 

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
「
療
育
手
帳
」

と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
精
神
に
障
害
の
あ
る
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
障
害
を
有
す
る
者 

 

イ 

知
能
指
数
が
お
お
む
ね
三
十
五
以
下
の
者
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護
を 
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必
要
と
す
る
程
度
の
状
態
に
あ
る
も
の 

ロ 

身
体
障
害
者
手
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
音
声
機
能
若
し
く
は

言
語
機
能
又
は
上
肢
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
別
表
第
五

号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
三
級
に
該
当
す
る
障
害
を
有
し
、
か
つ
、
知
能
指
数
が
お
お

む
ね
五
十
以
下
の
も
の 

 
四 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
の
う
ち
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一
級
の
障
害
を
有
す
る
者 

 

 
 

（
条
例
第
八
十
条
第
五
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
条
例
第
八
十
条
第
五
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
六
十
一
条 

条
例
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

第
六
十
一
条 

条
例
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

一 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

一 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等

の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か 

（
新
設
） 

⑴ 

当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証
明

し
た
書
類 

 

⑵ 

当
該
自
動
車
が
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類 

 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
等

（
条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
の
た
め
に
当

該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証
明
し
た
書
類 

（
新
設
） 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

（
新
設
） 

二 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

二 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

第
五
十
六
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類 
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イ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で
、

専
ら
身
体
障
害
者
等
が
自
ら
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
専
ら
当
該
身
体
障
害

者
等
の
た
め
に
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前
号
イ
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
書
類 

（
新
設
） 

ロ 

当
該
自
動
車
が
、
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
取
得
し
た
自
動
車
で
専

ら
当
該
身
体
障
害
者
等
（
条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に

限
る
。
）
の
た
め
に
当
該
身
体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
又
は
市
町
村
長
が
証
明
し
た

書
類 

（
新
設
） 

ハ 

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

（
新
設
） 

三 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動

車
検
査
証
に
準
ず
る
書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

三 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
そ
の
他
自
動
車

検
査
証
に
準
ず
る
書
類
で
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の 

四 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

四 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ
～
ニ 

略 

イ
～
ニ 

略 

五 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
自
動
車
税
の
減
免
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

五 

条
例
第
八
十
条
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
自
動
車
に
つ
い
て
種
別
割
の
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ
～
ホ 

略 

イ
～
ホ 

略 

 
 

（
条
例
第
八
十
条
第
六
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
） 

（
条
例
第
八
十
条
第
六
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
） 

第
六
十
二
条 

条
例
第
八
十
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

第
六
十
二
条 

条
例
第
八
十
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
第
五
十

六
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一 

身
体
障
害
者
手
帳 
（
新
設
） 

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
戦
傷
病
者
手
帳 

（
新
設
） 

三 

療
育
手
帳 

（
新
設
） 

四 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳 

（
新
設
） 
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（
条
例
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
者
等
） 

（
条
例
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
者
等
） 

第
六
十
五
条 

条
例
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
十
五
条 

条
例
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

略 

一 

略 

二 

自
動
車
税
に
係
る
徴
収
金
の
滞
納
が
な
く
、
か
つ
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の

自
動
車
税
が
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

二 

種
別
割
に
係
る
徴
収
金
の
滞
納
が
な
く
、
か
つ
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
種

別
割
が
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

三
・
四 

略 

三
・
四 

略 

２ 

略 

２ 

略 

 
 

（
条
例
第
八
十
二
条
第
二
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
条
例
第
八
十
二
条
第
二
項
の
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
六
十
六
条 

条
例
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

第
六
十
六
条 

条
例
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

一
・
二 

略 

一
・
二 

略 

三 

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
自
動
車
税
が
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
証
す
る
書
類 

三 

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
種
別
割
が
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
証
す
る
書
類 

 
 

（
自
動
車
税
に
係
る
書
類
の
様
式
） 

（
自
動
車
税
に
係
る
書
類
の
様
式
） 

第
六
十
七
条 

自
動
車
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
十
七
条 

自
動
車
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

書
類 

様
式
番
号 

 
 

書
類 

様
式
番
号 

 

 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 
 

書
類
の
種
類 

根
拠
条
項 

 

 

一 

略 
 

 
 

 

一 

略 
 

 
 

 

（
削
る
。
） 

 
 

 
 

二 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
修
正
申
告
書 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
二 

 

 

二
～
八 

略 
 

 
 

 
三
～
九 

略 
 

 
 

 

（
削
る
。
） 

 
 

 
 

十 
自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
免
除
通
知
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十 

 

 

（
削
る
。
） 

 
 

 
 

十
一 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
譲
渡
担
保
財
産
取
得
申

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
一 
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告
書 

 
（
削
る
。
） 

 
 

 
 

十
二 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
徴
収
猶
予
（
徴
収
猶
予

取
消
）
通
知
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の

二
の
二
第
一
項
及
び
第
十
五
条

の
三
第
三
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
二 

 

 

（
削
る
。
） 

 
 

 
 

十
三 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
還
付
（
免
除
）
申
請
書 

法
第
百
六
十
四
条
第
六
項
及
び

第
百
六
十
五
条
第
二
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
三 

 

 

九 

自
動
車
税
減
免
（
減
免
申

請
棄
却
）
通
知
書 

条
例
第
七
十
九
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

第
一
項
及
び
第
八
十
二
条
第
一

項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
四 

 
 

十
四 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
・
種
別
割
）
減
免
（
減
免

申
請
棄
却
）
通
知
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
七
十
九
条
第

一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第

八
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
八

十
二
条
第
一
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
四 

 

 

十 

自
動
車
税
減
免
申
請
書 

条
例
第
八
十
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
五 

 
 

十
五 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
・
種
別
割
）
減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
四
条
の
六
第
五
項

及
び
第
八
十
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
五 

 

 

（
削
る
。
） 

 
 

 
 

十
六 

自
動
車
税
（
環
境
性
能

割
）
更
正
・
決
定
・
加
算
金

決
定
通
知
書 

法
第
百
六
十
八
条
第
四
項
、
第

百
七
十
一
条
第
七
項
及
び
第
百

七
十
二
条
第
五
項 

別
記
第
百
一
号

様
式
の
十
六 

 

 

十
一 

自
動
車
税
納
税
通
知
書 

法
第
百
五
十
八
条
第
二
項 
別
記
第
百
二
号

様
式 

 
 

十
七 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
二

項 

別
記
第
百
二
号

様
式 

 

 

十
二 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
請
求

書 

法
第
百
六
十
条
第
二
項 

別
記
第
百
十
号

様
式 

 
 

十
八 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
請
求

書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
号

様
式 

 

 

十
三 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
書 

法
第
百
六
十
条
第
二
項 

別
記
第
百
十
一

号
様
式 

 
 

十
九 

所
有
権
留
保
付
自
動
車

の
買
主
の
住
所
等
報
告
書 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
二

項 

別
記
第
百
十
一

号
様
式 

 

 

十
四 

自
動
車
税
減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
、
第

八
十
条
第
五
項
、
第
八
十
一
条

第
二
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二

項 

別
記
第
百
十
三

号
様
式 

 
 

二
十 

自
動
車
税
（
種
別
割
）

減
免
申
請
書 

条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
、
第

八
十
条
第
五
項
、
第
八
十
一
条

第
二
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二

項 

別
記
第
百
十
三

号
様
式 

 

 

十
五 

自
動
車
税
の
減
免
に
該

条
例
第
八
十
条
第
九
項 

別
記
第
百
十
四

 
 

二
十
一 

自
動
車
税
（
種
別

条
例
第
八
十
条
第
九
項 

別
記
第
百
十
四
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当
し
な
く
な
っ
た
こ
と
の
申

告
書 

号
様
式 

割
）
の
減
免
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
こ
と
の
申
告
書 

号
様
式 
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（改正後） 

別記第一号様式 

（表） 

第    号 

写 
 

真 

徴 税 吏 員 証 

（検 税 吏 員 証） 

（県税出納員（分任出納員・現金取扱員）証） 

総 務 部 税 務 課           

（千葉県
県税事務所

自動車税事務所） 

氏 名 

年  月  日交付 

千葉県知事 □印  

備考 写真は、上半身とし、縦3.5センチメートル、横2.5センチメートルとしなければ

ならない。 

（裏） 

１ この証票のうち徴税吏員証は県税の賦課徴収に関する調査のため質問、検査若

しくは提示若しくは提出の要求を行う場合又は国税徴収法第147条の規定により

質問、検査、提示若しくは提出の要求、捜索若しくは事業者等への協力要請を行

う場合に、検税吏員証は県税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨

検、捜索、差押え、電磁的記録提供命令、告発等を行う場合に、県税出納員（分

任出納員・現金取扱員）証は県税に係る徴収金及び当該徴収金に係る歳入歳出外

現金を収納する場合に使用し、関係人の請求があったときはこれを提示しなけれ

ばならない。 

２ この証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

３ この証票に知事の公印及び契印のないものは無効とする。 

（改正前） 

別記第一号様式 

（表） 

第    号 

写 
 

真 

徴 税 吏 員 証 

（検 税 吏 員 証） 

（県税出納員（分任出納員・現金取扱員）証） 

総 務 部 税 務 課           

（千葉県
県税事務所

自動車税事務所） 

氏 名 

年  月  日交付 

千葉県知事 □印  

備考 写真は、上半身とし、縦3.5センチメートル、横2.5センチメートルとしなければ

ならない。 

（裏） 

１ この証票のうち徴税吏員証は県税の賦課徴収に関する調査のため質問、検査若

しくは提示若しくは提出の要求を行う場合又は国税徴収法第147条の規定により

質問、検査、提示若しくは提出の要求、捜索若しくは事業者等への協力要請を行

う場合に、検税吏員証は県税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨

検、捜索、差押え、記録命令付差押え、告発等を行う場合に、県税出納員（分任

出納員・現金取扱員）証は県税に係る徴収金及び当該徴収金に係る歳入歳出外現

金を収納する場合に使用し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければ

ならない。 

２ この証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

３ この証票に知事の公印及び契印のないものは無効とする。 
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（改正後） 

第六号様式 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地 （電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税第二次納税義務免除申告書 

地方税法第11条の10第３項の規定により、次のとおり申告します。 

自 

動 

車 

の 

表 

示 

自 動 車 登 録 番 号 登 録 年 月 日 年 月 日

使用の本拠の位置 種 別

用 途 総 排 気 量 リットル

乗 車 定 員 人 最 大 積 載 量 ㎏

車 名 及 び 型 式 車 台 番 号

支
払
条
件
等 

契 約 年 月 日 年 月 日 支 払 の 方 法

割 賦 回 数 回 割賦代金最終支払日 年 月 日

契 約 金 額 円 割 賦 代 金 未 済 額 円

買 

主 

住 所 又 は 所 在 地

氏名又は名称及び
代 表 者 氏 名

第 二 次 納 税 義 務 の
免除を受けようとする
自 動 車 税 額

年度
税額（割賦代金未済
額を限度とする。） 

円

第二次納税義務の免除を
受けようとする事由及び
そ の 発 生 年 月 日

注 次に掲げる書類を添付してください。 

(１) 自動車の所在についての調査記録の写し 

(２) 買主の住所又は居所が不明であることを証する書面 

(３) 自動車の売買代金を受けとることができないものとした事実を証する書面 

 

（改正前） 

第六号様式 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地 （電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税（種別割）第二次納税義務免除申告書 

地方税法第11条の10第３項の規定により、次のとおり申告します。 

自 

動 

車 

の 

表 

示 

自 動 車 登 録 番 号 登 録 年 月 日 年 月 日

使用の本拠の位置 種 別

用 途 総 排 気 量 リットル

乗 車 定 員 人 最 大 積 載 量 ㎏

車 名 及 び 型 式 車 台 番 号

支
払
条
件
等 

契 約 年 月 日 年 月 日 支 払 の 方 法

割 賦 回 数 回 割賦代金最終支払日 年 月 日

契 約 金 額 円 割 賦 代 金 未 済 額 円

買 

主 
住 所 又 は 所 在 地

氏名又は名称及び
代 表 者 氏 名

第 二 次 納 税 義 務 の
免除を受けようとする
種 別 割 額

年度
税額（割賦代金未済
額を限度とする。） 

円

第二次納税義務の免除を
受けようとする事由及び
そ の 発 生 年 月 日

注 次に掲げる書類を添付してください。 

(１) 自動車の所在についての調査記録の写し 

(２) 買主の住所又は居所が不明であることを証する書面 

(３) 自動車の売買代金を受けとることができないものとした事実を証する書面 
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（改正後） 

第三十七号様式 略 

 

 

（削る。） 

 

（改正前） 

第三十七号様式 

その一（共通） 略 

 

その二（自動車税（環境性能割））

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地 （電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税（環境性能割）更正請求書 

地方税法第20条の９の３第１項（第２項）の規定により、次のとおり更正の請求

をします。 

登 録 番 号 登 録 年 月 日 当 初 申 告 年  月  日

年  月  日
修 正 申 告 年  月  日

更 正・決 定 年  月  日

購入先又は所有権

留保付販売の場合

の売主・所有者 

住 所 又 は 所 在 地 氏名又は名称及び代表者氏名

区 分
取 得 価 額

課税標準額 税 率 納 付 税 額
本 体 価 額 付加物の価額

更 正 前 円 円 円
   
100

 

円

更 正 後

更正の請求の理由及び当
該請求をするに至った事
情の詳細その他参考とな
るべき事項 

注 

１ 令和４年12月31日後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割に

ついて更正の請求をする場合には、「更正前」の「取得価額」及び「課税標準額」

の欄は、記載する必要はありません。 

２ 更正請求の理由を証する書類を添付してください。 
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（改正後） 

第三十九号様式 

その一 

納 税 証 明 書 交 付 請 求 書              

年  月  日 

  千葉県
事務所長

自動車税事務所長
 様 

 次のとおり証明を受けたいので請求します。 

納
税
者
等 

住 所 

（所在地）
収 入 証 紙 貼 付 欄

フリガナ 

氏 名 

（名称） 

代表者 

の氏名 

電話

番号
法 人 番 号

１ 本人及び法人の代表者以外が手続きを行う場合は、委任状等の権限を有することを証する書類が必要になります。 

２ 納付から２週間以内（市町村で納付した場合は２カ月以内）に交付請求をする場合は、領収証書（原本）を提示してくだ

さい。 

３ 申告納付・納入から２週間以内に交付請求をする場合は、申告書の写し及び領収証書（原本）を提示してください。 

４ 代理人が行政書士の場合は、職印の押印が必要です。 

□
代
理
人
等
□

来
ら
れ
た
方

窓
口
に 

住 所 
（上記と同じ場合は記入不要です。） 

フリガナ 
電話

番号氏 名 

使
用
目
的 

１ 金融機関への提出（資金借入等）  ２ 入札参加資格審査申請 

３ 自動車の名義変更・所有権解除・抹消登録等 

４ 建設業許可申請（新規・更新）、変更届・事業年度終了届の提出 ５ 酒類販売業免許申請 

６ 公益法人認定申請 

７ その他の目的 （                                ） 

 ※該当するものに○を付けてください。（複数の目的で請求する場合は、目的ごとに別に請求してください。） 

証
明
事
項 

県税に未納が

ないこと 
１ 全税目（完納証明） ・ 特定の税目（            ） 通

税 額 

２ 法人県民税 事
業
年
度 

月  日 ～    年  月  日 
通

月  日 ～    年  月  日 

３
法人事業税・特

別法人事業税 

月  日 ～    年  月  日 
通

月  日 ～    年  月  日 

４ 個人事業税 所得年 年 ～     年    通

５ 自動車税 年度分

登
録
番
号

千葉・習志野・千・袖ヶ浦・野田・成田・柏・市川・船橋・松戸・市原
通

かな

６ その他 通

滞納処分を受

けたことがな

いこと 

７ 各種用途・酒類販売免許・公益法人認定 通

【処理欄】※記入しないで下さい。 

発行

通数
通 手数料 円

本人 

確認 

交付

番号

所長 起案者 起案

決裁

施行

  備考 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。 

（改正前） 

第三十九号様式 

その一 

納 税 証 明 書 交 付 請 求 書              

年  月  日 

  千葉県
事務所長

自動車税事務所長
 様 

 次のとおり証明を受けたいので請求します。 

納
税
者
等 

住 所 

（所在地）
収 入 証 紙 貼 付 欄

フリガナ 

氏 名 

（名称） 

代表者 

の氏名 

電話

番号
法 人 番 号

１ 本人及び法人の代表者以外が手続きを行う場合は、委任状等の権限を有することを証する書類が必要になります。 

２ 納付から２週間以内（市町村で納付した場合は２カ月以内）に交付請求をする場合は、領収証書（原本）を提示してくだ

さい。 

３ 申告納付・納入から２週間以内に交付請求をする場合は、申告書の写し及び領収証書（原本）を提示してください。 

４ 代理人が行政書士の場合は、職印の押印が必要です。 

□
代
理
人
等
□

来
ら
れ
た
方

窓
口
に 

住 所 
（上記と同じ場合は記入不要です。） 

フリガナ 
電話

番号氏 名 

使
用
目
的 

１ 金融機関への提出（資金借入等）  ２ 入札参加資格審査申請 

３ 自動車の名義変更・所有権解除・抹消登録等 

４ 建設業許可申請（新規・更新）、変更届・事業年度終了届の提出 ５ 酒類販売業免許申請 

６ 公益法人認定申請 

７ その他の目的 （                                ） 

 ※該当するものに○を付けてください。（複数の目的で請求する場合は、目的ごとに別に請求してください。） 

証
明
事
項 

県税に未納が

ないこと 
１ 全税目（完納証明） ・ 特定の税目（            ） 通

税 額 

２ 法人県民税 
事
業
年
度 

月  日 ～    年  月  日 
通

月  日 ～    年  月  日 

３
法人事業税・特

別法人事業税 

月  日 ～    年  月  日 
通

月  日 ～    年  月  日 

４ 個人事業税 所得年 年 ～     年    通

５
自動車税 

（種別割） 
年度分

登
録
番
号

千葉・習志野・千・袖ヶ浦・野田・成田・柏・市川・船橋・松戸・市原
通

かな

６ その他 通

滞納処分を受

けたことがな

いこと 

７ 各種用途・酒類販売免許・公益法人認定 通

【処理欄】※記入しないで下さい。 

発行

通数
通 手数料 円

本人 

確認 

交付

番号

所長 起案者 起案

決裁

施行

  備考 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。 
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その二（自動車税・継続検査及び構造等変更検査用） 

第     号 

自動車税納税証明書交付請求書 

（継続検査・構造等変更検査用） 

 

年  月  日 

 千葉県
県税事務所長

自動車税事務所長
 様 

納
税
義
務
者

所有者（使用者）

住所又は所在地  

 自動車登録番号 

（ナンバープレートの

番号） 

千葉・習志野・千・袖ヶ浦・野田・成田・柏・市川・船橋・松戸・市原

かな

 車台番号 

 備  考 

 上記の自動車に係る自動車税について、納税証明書の交付を請求します。 

 上記のとおり証明書を交付してよろしいか。 

      年  月  日 

 

所 長 起案者

備考 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えるこ

とができる。 

 

その三（競争入札参加資格審査申請用） 略 

 

 

その二（自動車税（種別割）・継続検査及び構造等変更検査用） 

第     号 

自動車税（種別割）納税証明書交付請求書 

（継続検査・構造等変更検査用） 

 

年  月  日 

 千葉県
県税事務所長

自動車税事務所長
 様 

納
税
義
務
者

所有者（使用者）

住所又は所在地  

 自動車登録番号 

（ナンバープレートの

番号） 

千葉・習志野・千・袖ヶ浦・野田・成田・柏・市川・船橋・松戸・市原

かな

 車台番号 

 備  考 

 上記の自動車に係る自動車税の種別割について、納税証明書の交付を請求しま

す。 

 上記のとおり証明書を交付してよろしいか。 

      年  月  日 

 

所 長 起案者

備考 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えるこ

とができる。 

 

その三（競争入札参加資格審査申請用） 略 
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（改正後） 

第四十号様式 

その一（共通・税額証明用）・その二（共通・完納証明用） 略 

 

その三（自動車税・継続検査及び構造等変更検査用） 

自動車税納税証明書（継続検査・構造等変更検査用） 

 

 登録番号            

 

 車台番号            

 

 有効期限    年  月  日 

 

 上記のとおり証明する。 

 

      年  月  日 

 

千葉県
  県税事務所長
自動車税事務所長

 □印  

備考 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えるこ

とができる。 

 

 

その四（鉱区税・鉱業法による許可申請用） 略 

 

（改正前） 

第四十号様式 

その一（共通・税額証明用）・その二（共通・完納証明用） 略 

その三（自動車税（種別割）・継続検査及び構造等変更検査用） 

自動車税（種別割）納税証明書（継続検査・構造等 
変更検査用）                  

 

 登録番号            

 

 車台番号            

 

 有効期限    年  月  日 

 

 上記のとおり証明する。 

 

      年  月  日 

 

千葉県
  県税事務所長
自動車税事務所長

 □印  

備考 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えるこ

とができる。 

 

 

その四（鉱区税・鉱業法による許可申請用） 略 
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（改正後）

（改正前）

23



24



25



（改正前）

（改正後）

26



27



（改正後）

（改正前）

28



29



30



31



32



（改正後） 

 第五十六号様式 

  その一（一般用） 

（表） 

法人県民税・事業税・特別法人事業税更正・決定・加算金決定通知書（納付告知書） 第    号

納
税
者

所 在 地
法 人 名
代表者氏名

様 

管理
番号

事業年度又は
連結事業年度

年  月  日から
年  月  日まで

区
分 申告分

事業税・特別法人事業税 県    民    税 

区     分 金 額 区     分 金 額

所

得

金

額

等

の

更

正
・
決

定

法第72条の２
第１項第１号
の 事 業

所 得 金 額 １
円 課 税 標 準 と な る 法 人 税 額

又 は 個 別 帰 属 法 人 税 額 31
円

付 加 価 値 額 ２ 法 人 税 割 額 32

資本金等の額 ３ 県 民 税 の 特 定寄 附 金 税 額控 除 額 33

法第72条の２
第１項第２号
の 事 業

収 入 金 額 ４
税 額 控 除 超 過額 相 当 額 の加 算 額 34

外 国 関 係 会 社等 に 係 る 控除 対 象
所得税額等相当額又は個別控除対象
所 得 税 額 等 相 当 額 の 控 除 額

35

法第72条の２
第１項第３号
の 事 業

所 得 金 額 ５

付 加 価 値 額 ６
外 国 の 法 人 税 等 の
額 の 控 除 額 36

資本金等の額 ７ 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 37

収 入 金 額 ８ 納付の確定した当期分の法人税割額 38

法第72条の２
第１項第４号
の 事 業

付 加 価 値 額 ９
租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
法 人 税 割 額 の 控 除 額

39
資本金等の額 10

収 入 金 額 11 差 引 法 人 税 割 額
（32－33＋34－35－36－37－38－39）

40

事 業 税 額 12 均 等 割 額 41

令 和 6 年 改 正 法 附 則
第 8 条 第 2 項 の 控 除 額

13 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 均 等 割 額

42
事業税の特定寄附金税額控除額 14

仮 装 経 理 に 基 づ く
事 業 税 額 の 控 除 額

15
差 引 均 等 割 額

（41－42） 43
納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 事 業 税 額

16

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
事 業 税 額 の 控 除 額 17 更 正 ・ 決 定 に よ り

納 付 す べ き 金 額
（40＋43） 

44
差 引 事 業 税 額
（12－13－14－15－16－17）

18

内

訳

所 得 割
付 加 価 値 割
資 本 割
収 入 割

基 準 法 人 所 得 割 額 19

基 準 法 人 収 入 割 額 20

特 別 法 人 事 業 税 額 21 欠 損 金 額 の
更 正 ・ 決 定

欠 損 金 額 26

仮 装 経 理 に 基 づ く
特別法人事業税額の控除額 22 過 少 申 告 加 算 金 額 27

納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の
特 別 法 人 事 業 税 額

23 不 申 告 加 算 金 額 28

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
特別法人事業税額の控除額 24 重 加 算 金 額 29

差 引 特 別 法 人 事 業 税 額
（21－22－23－24） 

25  
更 正 ・ 決 定 に よ り
納 付 す べ き 金 額

（18＋25＋27＋28＋29） 
30

 地方税法第20条の９の３第４項、第55条第  項及び第72条の  第  項の規定により、上記のとおり
    したので通知します。この    により納付すべき金額に、法令の規定により計算した延滞金の
金額を加算した金額を    年  月  日までに納付してください。 
      年  月  日 

千葉県  県税事務所長 □印

（改正前） 

 

  その一（一般用） 

（表） 

法人県民税・事業税・特別法人事業税更正・決定・加算金決定通知書（納付告知書） 第    号

納
税
者

所 在 地
法 人 名
代表者氏名

様 

管理
番号

事業年度又は
連結事業年度

年  月  日から
年  月  日まで

区
分 申告分

事業税・特別法人事業税 県    民    税 

区     分 金 額 区     分 金 額

所

得

金

額

等

の

更

正
・
決

定

法第72条の２
第１項第１号
の 事 業

所 得 金 額 １
円 課 税 標 準 と な る 法 人 税 額

又 は 個 別 帰 属 法 人 税 額 30
円

付 加 価 値 額 ２ 法 人 税 割 額 31

資本金等の額 ３ 県 民 税 の 特 定寄 附 金 税 額控 除 額 32

法第72条の２
第１項第２号
の 事 業

収 入 金 額 ４
税 額 控 除 超 過額 相 当 額 の加 算 額 33

外 国 関 係 会 社等 に 係 る 控除 対 象
所得税額等相当額又は個別控除対象
所 得 税 額 等 相 当 額 の 控 除 額

34

法第72条の２
第１項第３号
の 事 業

所 得 金 額 ５

付 加 価 値 額 ６
外 国 の 法 人 税 等 の
額 の 控 除 額 35

資本金等の額 ７ 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 36

収 入 金 額 ８ 納付の確定した当期分の法人税割額 37

法第72条の２
第１項第４号
の 事 業

付 加 価 値 額 ９
租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
法 人 税 割 額 の 控 除 額

38
資本金等の額 10

収 入 金 額 11 差 引 法 人 税 割 額
（31－32＋33－34－35－36－37－38）

39

事 業 税 額 12 均 等 割 額 40

事業税の特定寄附金税額控除額 13
納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 均 等 割 額 41仮 装 経 理 に 基 づ く

事 業 税 額 の 控 除 額
14

納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 事 業 税 額 15

差 引 均 等 割 額
（40－41） 42

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
事 業 税 額 の 控 除 額

16 更 正 ・ 決 定 に よ り
納 付 す べ き 金 額

（39＋42） 
43

差 引 事 業 税 額
（12－13－14－15－16） 17

内

訳

所 得 割
付 加 価 値 割
資 本 割
収 入 割

基 準 法 人 所 得 割 額 18

基 準 法 人 収 入 割 額 19

特 別 法 人 事 業 税 額 20 欠 損 金 額 の
更 正 ・ 決 定

欠 損 金 額 25

仮 装 経 理 に 基 づ く
特別法人事業税額の控除額

21 過 少 申 告 加 算 金 額 26

納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の
特 別 法 人 事 業 税 額 22 不 申 告 加 算 金 額 27

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
特別法人事業税額の控除額

23 重 加 算 金 額 28

差 引 特 別 法 人 事 業 税 額
（20－21－22－23） 24  

更 正 ・ 決 定 に よ り
納 付 す べ き 金 額

（17＋24＋26＋27＋28） 
29

 地方税法第20条の９の３第４項、第55条第  項及び第72条の  第  項の規定により、上記のとおり
    したので通知します。この    により納付すべき金額に、法令の規定により計算した延滞金の
金額を加算した金額を    年  月  日までに納付してください。 
      年  月  日 

千葉県  県税事務所長 □印
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（改正後） 

 第五十九号様式 

その一（一般用） 
（表） 

受付印
法 人 の 設 立 等 報 告 書                

管理番号

処 理 日 ・ ・ 

年  月  日

 

ド
欄

＊
コ
□

登 録
事 由

組 織
区 分

業 種
コード

法 人
区 分

千葉県  県税事務所長 様 
課税標準
区  分

非課税
区 分

分 割
区 分

千葉県県税条例第22条の規定により、次のとおり報告します。 

納
税
義
務
者 

（ふりがな）
本 店 等 の
所 在 地

〒
（電話        ）

（ふりがな） （ふりがな）

法 人 名  
代表者氏名

法 人 番 号

設 立 登 記
年 月 日

・ ・ 
資本金の額又は
出 資 金 の 額

千円
事 業 年 度

・ ・ から ・ ・ まで

・ ・ から ・ ・ まで事業の目的

報 告 の 区 分 設立 ・ 設置 ・ 廃止 ・ 変更 ・ 休業 ・ 解散 ・ 結了 ・ 合併 ・ その他 

事
務
所
又
は
事
業
所
の
設
置
・
廃
止 

本県以外に本店が所在
するときは、本県にお
ける主たる事務所又は
事業所 

名 称 所 在 地 設置・廃止年月日
〒

（電話    ）

設置日  ・ ・ 

廃止日  ・ ・ 

従たる事務所又は事業
所（支店、出張所、工
場等）の設置・廃止状
況 
他の都道府県に本店を
有する法人にあっては
本県内の事務所等の設
置・廃止状況 

設・廃  ・ ・ 

設・廃  ・ ・ 

設・廃  ・ ・ 

設・廃  ・ ・ 

設・廃  ・ ・ 

連 絡 先 等
〒

（電話        ）

支 店 等 廃 止 の 場 合

他の支店等が本県内に存在 
（ する ・ しない ） 

※存在する場合は下欄に記載してく
ださい。 

所在地・名称 〒       （電話        ） 

申 告 期 限 の 延 長 の
処分（承認）の有無

事 業 税  ・ ・ から ・ ・ までの事業年度から  月間 

県 民 税  ・ ・ から ・ ・ までの事業年度から  月間 

報
告
事
項
の
変
更 

１ 本店等の所在地※
２ 組織・商号 
３ 代表者 
４ 資本金の額等 
５ 事業年度(決算期)
６ 連絡先等 

７ その他（   ）

変 更 前

変 更 後

変 更 年月 日 年  月  日 登 記 年月 日 年  月  日

※本店等所在地変更
の場合     

旧の本店等は事務所等として 

（ 存続 ・ 廃止 ）する。 

※本県内に本店が移転した場合は申
告期限の延長の有無を記載してく
ださい。 

休業予定期間 ・ ・ から ・ ・ まで 理由及び状況 申告書の送付 要  不要 

解 散 ・結 了
（合併解散を
除く。） 

清
算
人

住   所 〒

(ふりがな) 解散日 ・ ・ （登記日 ・ ・ ）

結了日 ・ ・ （登記日 ・ ・ ）氏   名 （電話  ）

合 併
法 

人

被
合
併

住   所 〒

(ふりがな)
合併日 ・ ・ （登記日 ・ ・ ）

名   称 （電話  ）

関 与 税理 士
住 所・氏 名

〒

（電話   ）

還付を受けよう
とする金融機関
及び支払方法 

銀行  支店
口座番号 
（普通・当座） 

備 考

（改正前） 

第五十九号様式 

その一（一般用） 
（表） 

受付印
法 人 の 設 立 等 報 告 書                

管理番号

処 理 日 ・ ・ 

年  月  日

 

ド
欄

＊
コ
□

登 録
事 由

組 織
区 分

業 種
コード

法 人
区 分

千葉県  県税事務所長 様 
課税標準
区  分

非課税
区 分

分 割
区 分

千葉県県税条例第22条の規定により、次のとおり報告します。 

納
税
義
務
者 

（ふりがな）
本 店 等 の
所 在 地

〒
（電話        ）

（ふりがな） （ふりがな）

法 人 名  
代表者氏名

法 人 番 号

設 立 登 記
年 月 日

・ ・ 
資本金の額又は
出 資 金 の 額

千円
事 業 年 度

・ ・ から ・ ・ まで

・ ・ から ・ ・ まで事業の目的

報 告 の 区 分 設立 ・ 設置 ・ 廃止 ・ 変更 ・ 休業 ・ 解散 ・ 結了 ・ 合併 ・ その他 

事
務
所
又
は
事
業
所
の
設
置
・
廃
止 

本県以外に本店が所在
するときは、本県にお
ける主たる事務所又は
事業所 

名 称 所 在 地 設置・廃止年月日
〒

（電話    ）

設置日  ・ ・ 

廃止日  ・ ・ 

従たる事務所又は事業
所（支店、出張所、工
場等）の設置・廃止状
況 
他の都道府県に本店を
有する法人にあっては
本県内の事務所等の設
置・廃止状況 

設・廃  ・ ・ 

設・廃  ・ ・ 

設・廃  ・ ・ 

設・廃  ・ ・ 

設・廃  ・ ・ 

連 絡 先 等
〒

（電話        ）

支 店 等 廃 止 の 場 合

他の支店等が本県内に存在 
（ する ・ しない ） 

※存在する場合は下欄に記載してく
ださい。 

所在地・名称 〒       （電話        ） 

申 告 期 限 の 延 長 の
処分（承認）の有無

事 業 税  ・ ・ から ・ ・ までの事業年度から  月間 

県 民 税  ・ ・ から ・ ・ までの事業年度から  月間 

報
告
事
項
の
変
更 

１ 本店等の所在地※
２ 組織・商号 
３ 代表者 
４ 資本金の額等 
５ 事業年度(決算期)
６ 連絡先等 

７ その他（   ）

変 更 前

変 更 後

変 更 年月 日 年  月  日 登 記 年月 日 年  月  日

※本店等所在地変更
の場合     

旧の本店等は事務所等として 

（ 存続 ・ 廃止 ）する。 

※本県内に本店が移転した場合は申
告期限の延長の有無を記載してく
ださい。 

休業予定期間 ・ ・ から ・ ・ まで 理由及び状況 申告書の送付 要  不要 

解 散 ・結 了
（合併解散を
除く。） 

清
算
人

住   所 〒

(ふりがな) 解散日 ・ ・ （登記日 ・ ・ ）

結了日 ・ ・ （登記日 ・ ・ ）氏   名 （電話  ）

合 併
法 

人

被
合
併

住   所 〒

(ふりがな)
合併日 ・ ・ （登記日 ・ ・ ）

名   称 （電話  ）

関 与 税理 士
住 所・氏 名

〒

（電話   ）

還付を受けよう
とする金融機関
及び支払方法 

銀行  支店
口座番号 
（普通・当座） 
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（裏） 

法人の設立等報告書 記載の手引 
（報告期限） 
１(１) 法人を設立した場合又は他の都道府県において主たる事務所若しくは事業所を設けて事業を行う法

人が県内に事務所若しくは事業所を設置し、新たに納税義務が生じた場合は、設立の日又は当該事務所
若しくは事業所を設置した日から１月以内に所管県税事務所長に報告してください。 

 (２) 報告した事項に変更を生じた場合は、その変更の事実が発生した日から10日以内に報告してくださ
い。 

 (３) 解散、結了等又は事務所等を廃止した場合は、その事実が発生した日から10日以内に報告してくだ
さい。 

（添付書類） 
２(１) 新たに法人を設立した場合又は本県内に事務所若しくは事業所を設置し、新たに納税義務が生じた

場合は、この報告書の提出の際に次の書類を添付してください。 
  ア 定款、寄附行為、規約又は規則の写し一部 
  イ 登記事項証明書又はその写し一通 
 (２) 報告した事項に変更が生じた場合は、この報告書の提出の際に次の書類を添付してください。 
  ア 登記事項証明書又はその写し一通 
  イ 登記を要しない事項にあっては、定款又は株主総会議事録等変更の事実を証明できる書類の写し一

部 
 (３) 解散、結了等又は事務所等を廃止した場合は、この報告書の提出の際に次の書類を添付してくださ

い。 
  ア 登記事項証明書又はその写し一通（解散、結了、合併、支店登記してあった支店の廃止の場合等） 
  イ 合併契約書（合併の場合） 
（留意事項） 
３(１) 「本店等の所在地」欄には、定款に記載されている本店又は主たる事務所の所在地を記載してくだ

さい。 
 (２) 「法人番号」欄には、13桁の法人番号を記載してください。 
 (３) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を記載し、代表者が数人ある場合はその全部を記

載してください。 
 (４) 「設立登記年月日」欄には、設立について登記簿に記録されている登記年月日を記載してください。 
 (５) 「資本金の額又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金の額を記載してください。 
 (６) 「事業の目的」欄には、定款その他これに準ずるものに記載されている目的のうち主なものを記載

してください。 
 (７) 「事業年度」欄には、法令、定款その他これらに準ずるものにより定められている事業年度を記載

してください。 
 (８) 「報告の区分」欄は、該当する事項を○で囲んでください。 
４(１) 「本県以外に本店が所在するときは、本県における主たる事務所又は事業所」欄には、他の都道府

県に本店等が所在する法人が本県内に支店等を設置又は廃止する場合において、本県内における主たる
事務所又は事業所（本県における納税地）を記載してください。また、設置日又は廃止日は必ず記載し
てください。 

 (２) 「従たる事務所又は事業所（支店、出張所、工場等）の設置・廃止状況」欄には、本県内に本店等
がある法人は本県内及び本県外に所在する全ての従たる事務所又は事業所を、本店等が他の都道府県に
ある法人は本県内に所在する全ての事務所又は事業所を記載してください。また本県内に所在する寮、
宿泊所、クラブその他これらに類する施設（以下「寮等」という。）についても記載してください。 

 (３) 「連絡先等」欄には、本店等の所在地以外の場所を申告書等の送付先とする場合にのみ、当該所在
地を記載してください。したがって、申告書等の送付先を本店等にする場合は記載の必要はありません。 

 (４) 「支店等の廃止の場合」欄には、他の都道府県に本店等が所在する法人で本県内における主たる事
務所又は事業所（本県における納税地）を廃止する場合に記載します。本県内に他の支店等が存在（本
県に納税義務が存続）する場合には、当該所在地及び名称等を記載してください。 

 (５) 「申告期限の延長の処分（承認）の有無」欄には、本県内に事務所若しくは事業所を設置又は本店
等の本県内への転入により、新たに納税義務の生じた法人が、既に地方税法第72条の25第３項及び法人
税法第75条の２又は地方税法第72条の25第５項及び法人税法第81条の24第１項の規定により申告書の提
出期限の延長の承認を受けている場合に、延長された最初の事業年度及び延長月数を記載してください。 

５(１) 「報告事項の変更」欄は、該当する事項を○で囲んでください。 
 (２) 「本店等所在地変更の場合」欄には、本店の所在地を変更した場合のみ、旧の本店の存続状況につ

いて記載します。また、本県内に本店等が移転した場合は、申告期限の延長の処分（承認）の有無を記
載してください。 

 (３) 休業の場合は、休業の理由及び状況についてなるべく具体的に記載してください。 
 (４) 申告書の送付を希望しない場合は、「申告書の送付」欄の「不要」を○で囲んでください。 
 (５) 合併があった場合には、合併法人及び被合併法人の納税地所管の県税事務所長にそれぞれ報告して

ください。 
 (６) 「還付を受けようとする金融機関及び支払方法」欄は、還付金が発生した場合に必要になりますの

で、必ず記載してください。 
６ 報告書の「＊」のついた欄は記載しないでください。なお、ふりがなは必ず記載してください。また、
所在地等に方書・ビル名等がある場合も必ず記載してください。 

 

 

 （その二）（通算法人用）・その三（法人課税信託用） 略 

 

（裏） 
法人の設立等報告書 記載の手引 

（報告期限） 
１(１) 法人を設立した場合又は他の都道府県において主たる事務所若しくは事業所を設けて事業を行う法

人が県内に事務所若しくは事業所を設置し、新たに納税義務が生じた場合は、設立の日又は当該事務所
若しくは事業所を設置した日から１月以内に所管県税事務所長に報告してください。 

 (２) 報告した事項に変更を生じた場合は、その変更の事実が発生した日から10日以内に報告してくださ
い。 

 (３) 解散、結了等又は事務所等を廃止した場合は、その事実が発生した日から10日以内に報告してくだ
さい。 

（添付書類） 
２(１) 新たに法人を設立した場合又は本県内に事務所若しくは事業所を設置し、新たに納税義務が生じた

場合は、この報告書の提出の際に次の書類を添付してください。 
  ア 定款、寄附行為、規約又は規則の写し一部 
  イ 登記事項証明書又はその写し一通 
 (２) 報告した事項に変更が生じた場合は、この報告書の提出の際に次の書類を添付してください。 
  ア 登記事項証明書又はその写し一通 
  イ 登記を要しない事項にあっては、定款又は株主総会議事録等変更の事実を証明できる書類の写し一

部 
 (３) 解散、結了等又は事務所等を廃止した場合は、この報告書の提出の際に次の書類を添付してくださ

い。 
  ア 登記事項証明書又はその写し一通（解散、結了、合併、支店登記してあった支店の廃止の場合等） 
  イ 合併契約書（合併の場合） 
（留意事項） 
３(１) 「本店等の所在地」欄には、定款に記載されている本店又は主たる事務所の所在地を記載してくだ

さい。 
 (２) 「法人番号」欄には、13桁の法人番号を記載してください。 
 (３) 「代表者氏名」欄には、法人を代表する者の氏名を記載し、代表者が数人ある場合はその全部を記

載してください。 
 (４) 「設立登記年月日」欄には、設立について登記簿に記録されている登記年月日を記載してください。 
 (５) 「資本金の額又は出資金の額」欄には、登記した資本金の額又は出資金の額を記載してください。 
 (６) 「事業の目的」欄には、定款その他これに準ずるものに記載されている目的のうち主なものを記載

してください。 
 (７) 「事業年度」欄には、法令、定款その他これらに準ずるものにより定められている事業年度を記載

してください。 
 (８) 「報告の区分」欄は、該当する事項を○で囲んでください。 
４(１) 「本県以外に本店が所在するときは、本県における主たる事務所又は事業所」欄には、他の都道府

県に本店等が所在する法人が本県内に支店等を設置又は廃止する場合において、本県内における主たる
事務所又は事業所（本県における納税地）を記載してください。また、設置日又は廃止日は必ず記載し
てください。 

 (２) 「従たる事務所又は事業所（支店、出張所、工場等）の設置・廃止状況」欄には、本県内に本店等
がある法人は本県内及び本県外に所在する全ての従たる事務所又は事業所を、本店等が他の都道府県に
ある法人は本県内に所在する全ての事務所又は事業所を記載してください。また本県内に所在する寮、
宿泊所、クラブその他これらに類する施設（以下「寮等」という。）についても記載してください。 

 (３) 「連絡先等」欄には、本店等の所在地以外の場所を申告書等の送付先とする場合にのみ、当該所在
地を記載してください。したがって、申告書等の送付先を本店等にする場合は記載の必要はありません。 

 (４) 「支店等の廃止の場合」欄には、他の都道府県に本店等が所在する法人で本県内における主たる事
務所又は事業所（本県における納税地）を廃止する場合に記載します。本県内に他の支店等が存在（本
県に納税義務が存続）する場合には、当該所在地及び名称等を記載してください。 

 (５) 「申告期限の延長の処分（承認）の有無」欄には、本県内に事務所若しくは事業所を設置又は本店
等の本県内への転入により、新たに納税義務の生じた法人が、既に地方税法第72条の25第３項及び法人
税法第75条の２又は地方税法第72条の25第５項及び法人税法第81条の24第１項の規定により申告書の提
出期限の延長の承認を受けている場合に、延長された最初の事業年度及び延長月数を記載してください。 

５(１) 「報告事項の変更」欄は、該当する事項を○で囲んでください。 
 (２) 「本店等所在地変更の場合」欄には、本店の所在地を変更した場合のみ、旧の本店の存続状況につ

いて記載します。また、本県内に本店等が移転した場合は、申告期限の延長の処分（承認）の有無を記
載してください。 

 (３) 休業の場合は、休業の理由及び状況についてなるべく具体的に記載してください。 
 (４) 申告書の送付を希望しない場合は、「申告書の送付」欄の「不要」を○で囲んでください。 
 (５) 合併があった場合には、合併法人及び被合併法人の納税地所管の県税事務所長にそれぞれ報告して

ください。 
 (６) 「還付を受けようとする金融機関及び支払方法」欄は、還付金が発生した場合に必要になりますの

で、必ず記載してください。 
６ 報告書の「＊」のついた欄は記載しないでください。なお、ふりがなは必ず記載してください。また、
所在地等に方書・ビル名等がある場合も必ず記載してください。 

 

 

  （その二）（通算法人用）・その三（法人課税信託用） 略 

 

35



（改正後） 

 第百一号様式の二 削除 

（改正前） 

第百一号様式の二 

 

 

受付印

年  月  日 住所又は所在地
 

（電話      ）

 千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税（環境性能割）修正申告書 

 

 地方税法第161条第２項の規定により、次のとおり申告します。 

自動車を譲渡した者

住所又は所在地

氏名又は名称
及び代表者氏名

使用の本拠の位置

自 動 車 登 録 番 号 登 録 年 月 日 当初申告年月日 車 名

年  月  日 年  月  日

区 分

取  得  金  額 控除額
 

④

課税標準
額（③－
④） ⑤

税率
 
⑥

納付税
額（⑤
×⑥）

本体価
額 ①

付加物の
価額 ②

合計（①
＋②）③

当初申告額 １
円 円 円 円 円 円

正 当 額 ２   
100

差引増加額
（２－１）

３

備 考

証紙又は証紙代金収納印 
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（改正後） 

第百一号様式の十から第百一号様式の十三まで 削除 

（改正前） 

第百一号様式の十 

第     号   

年  月  日   

 

         様 

 

千葉県自動車税事務所長 □印    

 

自動車税（環境性能割）免除通知書 

 

  さきに譲渡担保財産である旨の申告（返還による納付義務の免除の申請）のあった下

記の自動車税の環境性能割について、地方税法第  条第１項の規定により、次のとお

り免除の決定をしたので通知します。 

自動車登録番号

使用の本拠の位置

種 別 用 途

車 名 及 び 型 式

課 税 標 準 額 円      

税 額 円      

徴 収 猶 予 期 間
      年  月  日から 

      年  月  日まで 

納 付 年 月 日       年  月  日 

備 考
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第百一号様式の十一 

 

 

受付印

年  月  日 住所又は所在地

 千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税（環境性能割）譲渡担保財産取得申告書 

 

 下記の自動車について、地方税法第164条第１項の規定の適用を受けたいので、

次のとおり申告します。 

譲 

渡 

担 

保 

自 

動 

車 

の 

表 

示 

自動車登録番号

使用の本拠の位置

種 別 用 途

車 名 及 び 型 式

課 税 標 準 額 円 税 額 円

譲 渡 担 保 財 産
の 設 定 年 月 日

年  月  日
移転予定
年 月 日

年  月  日

譲渡担保財産

の 設 定 者

住所又は所在地

氏名又は名称及
び代表者の氏名

備 考

 注 上記の自動車が譲渡担保財産であることを証する書面を添付してください。 
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第百一号様式の十二 

第     号   

年  月  日   

         様 

千葉県自動車税事務所長 □印    

自動車税（環境性能割）徴収猶予（徴収猶予取消）通知書 

  さきに譲渡担保財産を取得した旨の申告のあった（徴収猶予をした）下記の自動車税

の環境性能割については、地方税法第164条第  項の規定により、次のとおり徴収猶

予の決定（徴収猶予の取消し）をしたので通知します。 

自動車登録番号

使用の本拠の位置

種 別 用 途

車 名 及 び 型 式

徴収猶予をした

（取り消した）額

課税標準額 円       

税 額 円       

徴収猶予（をして
いた）期間 

      年  月  日から 
      年  月  日まで 

取 消 し の 理 由

 注 

１ 徴収猶予が取り消された場合は、当該徴収猶予されていた自動車税の環境性能割

に係る徴収金額を直ちに納付してください。 

２ この処分に不服があるときは、この文書を受け取った日の翌日から起算して３月

以内に千葉県知事に対して審査請求をすることができます。この場合、審査請求書

（正・副２通）は、なるべく千葉県自動車税事務所を経由して提出してください。 

この処分の取消しを求める訴えは、上記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６箇月以内に千葉県を被告として（千葉県知事が被告の代表者

となります。）提起することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ

提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から３箇月

を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著

しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正

当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。 
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第百一号様式の十三 

 

 

受付印

年  月  日 住所又は所在地

 千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税（環境性能割）還付（免除）申請書 

 下記の自動車について、自動車税の環境性能割の還付（免除）を受けたいので、

次のとおり申請します。 

自動車登録番号

使用の本拠の位置

種 別 用 途

車 名 及 び 型 式

譲
渡
担
保
の
場
合

譲渡担保自動車
の取得年月日

年  月  日
譲渡担保自動車
の移転年月日

年  月  日

担 保 提 供 者

住 所 又 は 所 在 地

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

返 

還 
の 
場 

合

返還した自動車
の取得年月日

年  月  日
返還した自動車
の返還年月日

年  月  日

当 該 自 動 車

の 購 入 先

住 所 又 は 所 在 地

氏名又は名称及び

代 表 者 の 氏 名

課 税 標 準 額 円    

税 額 円    

還付を受けよう
と す る 金 額

円    

備 考

還付を受けようと
する金融機関等

銀行
支店

預金種別 口座番号

 注 備考欄には、返還の理由等を記載してください。 
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（改正後） 

第百一号様式の十四 

第     号   

年  月  日   

         様 

千葉県自動車税事務所長 □印    

自動車税減免（減免申請棄却）通知書 

  さきに減免の申請のあった下記の自動車税については、千葉県県税条例第  条第１

項の規定により、次のとおり減免（その申請を棄却）したので通知します。 

自動車登録番号

自 動 車 税 年 度 税 額 円

棄 却 の 理 由

 注 この処分に不服があるときは、この文書を受け取った日の翌日から起算して３月以

内に千葉県知事に対して審査請求をすることができます。この場合、審査請求書

（正・副２通）は、なるべく千葉県自動車税事務所を経由して提出してください。 

   この処分の取消しを求める訴えは、上記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の

翌日から起算して６箇月以内に千葉県を被告として（千葉県知事が被告の代表者とな

ります。）提起することができます。 

   なお、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提

起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から３箇月を経

過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損

害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由

があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 備考 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えるこ

とができる。 

（改正前） 

第百一号様式の十四 

第     号   

年  月  日   

         様 

千葉県自動車税事務所長 □印    

自動車税（環境性能割・種別割）減免（減免申請棄却） 

通知書                       

  さきに減免の申請のあった下記の自動車税の環境性能割及び種別割については、千葉

県県税条例第74条の６第  項及び第  条第１項の規定により、次のとおり減免（そ

の申請を棄却）したので通知します。 

自動車登録番号

環 境 性 能 割 年 度 税 額 円

種 別 割 年 度 税 額 円

棄 却 の 理 由

 注 この処分に不服があるときは、この文書を受け取った日の翌日から起算して３月以

内に千葉県知事に対して審査請求をすることができます。この場合、審査請求書

（正・副２通）は、なるべく千葉県自動車税事務所を経由して提出してください。 

   この処分の取消しを求める訴えは、上記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の

翌日から起算して６箇月以内に千葉県を被告として（千葉県知事が被告の代表者とな

ります。）提起することができます。 

   なお、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提

起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から３箇月を経

過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損

害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由

があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 備考 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の調整を加えるこ

とができる。 
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（改正後） 

第百一号様式の十五 

（削る。） 

（改正前） 

第百一号様式の十五 

 その一（一般用） 

 

 

受付印

年  月  日 住所又は所在地
 

（電話      ）

 千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税（環境性能割）減免申請書 

 下記の自動車について自動車税の環境性能割の減免を受けたいので、次のとおり

申請します。 

自 
 

動 
 

車 
 

の 
 

表 
 

示 

自動車登録番号 登録年 月日 年  月  日

種 別 用 途

車 体 の 形 状 車 名

型 式
乗車定員又は
最大積 載量

人
㎏

総 排 気 量 又 は
定 格 出 力 KW

車 台 番 号

所 

有 
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使 

用 

者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使用の本拠の位置

減免を受けようとする
環 境 性 能 割

年 度 税 額 円

減免を受けようとする
事 由 及 び そ の
発 生 年 月 日

備 考
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 その一（身体障害者等用） 

受付印
年  月  日 住 所 （電話      ）

 千葉県自動車税事務所長 様 氏 名
身体障害者
等との続柄

自動車税減免申請書 

 下記の自動車について自動車税の減免を受けたいので、次のとおり申請します。

登
録
自
動
車
の
表
示

自 動 車 登 録 番 号 登 録年 月日 年 月 日

車 名 及 び 型 式
総 排 気 量
又は定格出力 KW

車 台 番 号

使 用 の 本 拠 の 位 置

身 

体 

等 

障 

害 

事 

項 

身 体 障 害 者 等
住 所

氏 名

交付を受けている手帳の番号 第   号 交付年月日 年 月 日

手 

帳 

の 

種 

類 

身体障害者手帳
又は戦傷病者
手 帳

障 害 名

障害の級別
又 は 程 度

級（項症・款症）

療 育 手 帳
障害の程度

次 回 判 定
年 月

     年  月 

精 神 障 害 者
 

保健福祉手帳

障害の級別            級 

有 効 期 限      年  月  日 

運
転
免
許
事
項 

運 転 者
住 所

氏 名
身体障害者
等との続柄

免 許 証 の 番 号 又 は
免 許 情 報 記 録 の 番 号

有 効 期 間 の 末 日      年  月  日 

技
能
教
習
事
項

技能教習を受ける者
住 所

氏 名

技 能 教 習 開 始 年 月 日      年  月  日 

減 免 を 受 け よ う と す る
自 動 車 の 使 用 目 的
減免を受けようとする自動車税 減免開始年月 税 額 円

減 免 を 受 け よ う と す る 事 由
及 び そ の 発 生 年 月 日

 

 

その二（身体障害者等用） 

受付印
年  月  日 住 所 （電話      ）

 千葉県自動車税事務所長 様 氏 名
身体障害者
等との続柄

自動車税（環境性能割・種別割）減免申請書 

 下記の自動車について自動車税の環境性能割及び種別割の減免を受けたいので、

次のとおり申請します。 

登
録
自
動
車
の
表
示

自 動 車 登 録 番 号 登 録年 月日 年 月 日

車 名 及 び 型 式
総 排 気 量
又は定格出力 KW

車 台 番 号

使 用 の 本 拠 の 位 置

身 

体 

等 

障 

害 

事 

項 

身 体 障 害 者 等
住 所

氏 名

交付を受けている手帳の番号 第   号 交付年月日 年 月 日

手 

帳 

の 

種 
類 

身体障害者手帳
又は戦傷病者
手 帳

障 害 名

障害の級別
又 は 程 度

級（項症・款症）

療 育 手 帳
障害の程度

次 回 判 定
年 月

     年  月 

精 神 障 害 者
 

保健福祉手帳

障害の級別            級 

有 効 期 限      年  月  日 

運
転
免
許
事
項 

運 転 者
住 所

氏 名
身体障害者
等との続柄

免 許 証 の 番 号 又 は
免 許 情 報 記 録 の 番 号

有 効 期 間 の 末 日      年  月  日 

技
能
教
習
事
項

技能教習を受ける者
住 所

氏 名

技 能 教 習 開 始 年 月 日      年  月  日 

減 免 を 受 け よ う と す る
自 動 車 の 使 用 目 的
減免を受けようとする環境性能割 年 度 税 額 円

減 免 を 受 け よ う と す る 種 別 割 減免開始年月 税 額 円
減 免 を 受 け よ う と す る 事 由
及 び そ の 発 生 年 月 日
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 その二（構造変更用） 

 

 

受付印

年  月  日 住所又は所在地
 

（電話      ）

 千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税減免申請書 

 下記の自動車について自動車税の減免を受けたいので、次のとおり申請します。

自 
 

動 
 

車 
 

の 
 

表 
 

示 

自動車登録番号 登録年 月日 年  月  日

種 別 用 途

車 体 の 形 状 車 名

型 式
乗車定員又は
最大積 載量

人
㎏

総 排 気 量 又 は
定 格 出 力 KW

車 台 番 号

所
有
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使
用
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使用の本拠の位置

減 免 を 受 け よ う と す る
自 動 車 税

年度   年度 税額 円

減免を受けようとする事由
及 び そ の 発 生 年 月 日

特 別 仕 様 （ 構 造 変 更 ）
の 内 容

 

 

 その三（構造変更用） 

 

 

受付印

年  月  日 住所又は所在地
 

（電話      ）

 千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税（環境性能割・種別割）減免申請書 

 下記の自動車について自動車税の環境性能割及び種別割の減免を受けたいので、

次のとおり申請します。 

自 
 

動 
 

車 
 

の 
 

表 
 

示 

自動車登録番号 登録年 月日 年  月  日

種 別 用 途

車 体 の 形 状 車 名

型 式
乗車定員又は
最大積 載量

人
㎏

総 排 気 量 又 は
定 格 出 力 KW

車 台 番 号

所
有
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使
用
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使用の本拠の位置

減 免 を 受 け よ う と す る
環 境 性 能 割

年度   年度 税額 円

減 免 を 受 け よ う と す る
種 別 割

年度   年度 税額 円

減免を受けようとする事由
及 び そ の 発 生 年 月 日

特 別 仕 様 （ 構 造 変 更 ）
の 内 容

特 別 仕 様 （ 構 造 変 更 ）
に 要 し た 費 用

円      
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（改正後） 

（削る。） 

（改正前） 

 第百一号様式の十六 

自動車税（環境性能割）更正・決定・加算金決定通知書 

（納付告知書） 
第    号

納税義務者

住 所 又 は
所 在 地
氏 名 又 は
名 称

納 税義 務の発 生の日 年  月  日       

区 分 課 税 標 準 額 税 額

更 正

調査による額① 円 円

当初申告額②

差引（①－②）

決 定 調査による額

加算金
 

決 定

過少申告加算金

不申告加算金

重 加 算 金

更 正 ・ 決 定 に よ り
納 付 す べ き 額

 地方税法第20条の９の３第４項、第168条第  項、第171条第  項及び第172
条第  項の規定により、上記のとおり    したので通知します。 
 この    により納付すべき金額に、法令の規定により計算した延滞金の金額
を加算した金額を    年  月  日までに納付してください。 
      年  月  日 

千葉県自動車税事務所長 □印

 注 

  １ 処分に不服がある場合の救済方法 

この処分に不服があるときは、この文書を受け取った日の翌日から起算して３月

以内に千葉県知事に対して審査請求をすることができます。この場合、審査請求書

（正・副２通）は、なるべく千葉県自動車税事務所を経由して提出してください。 

この処分の取消しを求める訴えは、上記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６箇月以内に千葉県を被告として（千葉県知事が被告の代表者

となります。）提起することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ

提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から３箇月

を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著

しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正

当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。 

  ２ 納付の場所 

最寄りの千葉県指定金融機関・千葉県指定代理金融機関・千葉県収納代理金融機

関・郵便局（関東各都県及び山梨県に所在するものに限る。）・市町村（一部を除

く。）・県税事務所及び自動車税事務所 
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（改正後）

（改正前）
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（改正後） 

第百十号様式 

第     号 

年  月  日 

様 

千葉県自動車税事務所長 □印  

所有権留保付自動車の買主の住所等報告請求書 

地方税法第160条第２項及び千葉県県税条例第78条第３項の規定により、下記の自動

車の買主に係る次の事項について、下記の期限までに報告してください。 

自 動 車 登 録 番 号

登 録 年 月 日 年   月   日 

年 度 税 額 円

買 

主 

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

照 
 
 
 

会 
 
 
 

事 
 
 
 

項 

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

勤 務 先

事務所等の所在地

車 の 譲 渡 価 額 円

割 賦 代 金 完 済
（予 定）年 月 日

年   月   日 

割賦代金の支払場
所（金 融 機 関）

割賦代金未済額 円

廃 車 年 月 日 年   月   日 

移 転 年 月 日 年   月   日 

占 有 の 有 無 有 ・ 無 

報 告 期 限 年   月   日 

備考 照会に係る自動車が二台以上ある場合は、別紙を作成して添付することができる。 

（改正前） 

第百十号様式 

第     号 

年  月  日 

様 

千葉県自動車税事務所長 □印  

所有権留保付自動車の買主の住所等報告請求書 

地方税法第177条の13第２項及び千葉県県税条例第78条第３項の規定により、下記の

自動車の買主に係る次の事項について、下記の期限までに報告してください。 

自 動 車 登 録 番 号

登 録 年 月 日 年   月   日 

年 度 税 額 円

買 

主 

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

照 
 
 
 

会 
 
 
 

事 
 
 
 

項 

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

勤 務 先

事務所等の所在地

車 の 譲 渡 価 額 円

割 賦 代 金 完 済
（予 定）年 月 日

年   月   日 

割賦代金の支払場
所（金 融 機 関）

割賦代金未済額 円

廃 車 年 月 日 年   月   日 

移 転 年 月 日 年   月   日 

占 有 の 有 無 有 ・ 無 

報 告 期 限 年   月   日 

備考 照会に係る自動車が二台以上ある場合は、別紙を作成して添付することができる。 
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（改正後） 

第百十一号様式 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地
（電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

所有権留保付自動車の買主の住所等報告書 

さきに照会のあった下記の自動車の買主について、地方税法第160条第２項の規

定により、次のとおり報告します。 

自 動 車 登 録 番 号

登 録 年 月 日 年   月   日 

年 度 税 額 円

買 

主 

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

回 
 
 

 

答 
 
 
 

事 
 
 
 

項 

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

勤 務 先

事務所等の所在地

車 の 譲 渡 価 額 円

割 賦 代 金 完 済
（予 定）年 月 日

年   月   日 

割賦代金の支払場
所（金 融 機 関）

割賦代金未済額 円

廃 車 年 月 日 年   月   日 

移 転 年 月 日 年   月   日 

占 有 の 有 無 有 ・ 無 

備 考

 
 

（改正前） 

第百十一号様式 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地
（電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

所有権留保付自動車の買主の住所等報告書 

さきに照会のあった下記の自動車の買主について、地方税法第177条の13第２項

の規定により、次のとおり報告します。 

自 動 車 登 録 番 号

登 録 年 月 日 年   月   日 

年 度 税 額 円

買 

主 

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

回 
 
 

 

答 
 
 
 

事 
 
 
 

項 

住所又は所在地

氏 名 又 は 名 称

勤 務 先

事務所等の所在地

車 の 譲 渡 価 額 円

割 賦 代 金 完 済
（予 定）年 月 日

年   月   日 

割賦代金の支払場
所（金 融 機 関）

割賦代金未済額 円

廃 車 年 月 日 年   月   日 

移 転 年 月 日 年   月   日 

占 有 の 有 無 有 ・ 無 

備 考
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（改正後） 

第百十三号様式 

 その一（一般用） 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地
（電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税減免申請書 

下記の自動車について自動車税の減免を受けたいので、次のとおり申請します。

自 
 

動 
 

車 
 

の 
 

表 
 

示 

自動車登録番号 登 録 年 月日 年  月  日

種 別 用 途

車 体 の 形 状 車 名

型 式
乗車定員又は
最 大 積 載量

人
㎏

総 排 気 量 又 は
定 格 出 力 KW 車 台 番 号

所
有
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使
用
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使用の本拠の位置

減免を受けようとする
自 動 車 税

年度 税 額 円

減免を受けようとする事
由及びその発生年月日

減 

免 

の 

種 

類 

災 害

教 習 車
指定自動車

教 習 所

所 在 地

名 称

管 理 者 名

公 益 用 途

生 活 路 線 バ ス

そ の 他

備 考

注 この申請書は、千葉県県税条例第79条第１項、第80条第１項第４号から第６号まで

又は第81条第１項の規定による減免を受けようとする場合に使用してください。 

（改正前） 

 第百十三号様式 

 その一（一般用） 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地
（電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税（種別割）減免申請書 

下記の自動車について自動車税の種別割の減免を受けたいので、次のとおり申請

します。 

自 
 

動 
 

車 
 

の 
 

表 
 

示 

自動車登録番号 登 録 年 月日 年  月  日

種 別 用 途

車 体 の 形 状 車 名

型 式
乗車定員又は
最 大 積 載量

人
㎏

総 排 気 量 又 は
定 格 出 力 KW 車 台 番 号

所
有
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使
用
者

住 所 又 は
所 在 地

氏名又は名称

使用の本拠の位置

減免を受けようとする
種 別 割

年度 税 額 円

減免を受けようとする事
由及びその発生年月日

減 

免 

の 

種 

類 

災 害

教 習 車
指定自動車

教 習 所

所 在 地

名 称

管 理 者 名

公 益 用 途

生 活 路 線 バ ス

そ の 他

備 考

注 この申請書は、千葉県県税条例第79条第１項、第80条第１項第４号から第６号まで

又は第81条第１項の規定による減免を受けようとする場合に使用してください。 
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 その二（中古商品自動車用） 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地
（電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

古物商許可番号

自動車税減免申請書 

下記の自動車について自動車税の減免を受けたいので、次のとおり申請します。

減免を受けようとする自動車税の年度

番
号

自動車登録番号
登 録
年月日 車台番号 車 名 展 示 場 税 額

減免を受
けようと
す る 額

円 円

注 この申請書は、千葉県県税条例第82条第１項の規定による減免を受けようとする場

合に使用してください。 

その二（中古商品自動車用） 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地
（電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

古物商許可番号

自動車税（種別割）減免申請書 

下記の自動車について自動車税の種別割の減免を受けたいので、次のとおり申請

します。 

減免を受けようとする種別割の年度

番
号

自動車登録番号
登 録
年月日

車台番号 車 名 展 示 場 税 額
減免を受
けようと
す る 額

円 円

注 この申請書は、千葉県県税条例第82条第１項の規定による減免を受けようとする場

合に使用してください。 
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（改正後） 

第百十四号様式 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地
（電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税の減免に該当しなくなったことの申告書 

千葉県県税条例第80条第９項の規定により、次のとおり申告します。 

自動車登録番号 登 録 年 月 日 年  月  日

車 台 番 号

減 免 の 種 類

減免に該当しな

くなった事由

減免に該当しな
くなった年月日

年   月   日 

 

（改正前） 

第百十四号様式 

 
受付印

年  月  日 住所又は所在地
（電話    ）

千葉県自動車税事務所長 様 
氏名又は名称
及び代表者氏名

自動車税（種別割）の減免に該当しなくなったことの申告書 

千葉県県税条例第80条第９項の規定により、次のとおり申告します。 

自動車登録番号 登 録 年 月 日 年  月  日

車 台 番 号

減 免 の 種 類

減免に該当しな

くなった事由

減免に該当しな
くなった年月日

年   月   日 
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